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栃木市監査委員告示第２号　 
 
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第

４項の規定による定例監査を、栃木市監査基準に準拠して実施したので、同

条第９項の規定に基づき、結果の報告を次のとおり公表します。 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月２７日 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　栃木市監査委員　福　地　武　司 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　栃木市監査委員　浅　野　貴　之 
 
 
１　監査の種類　定例監査（財務監査及び行政監査） 
 
２　監査の対象及び期間 
 (1)　総合政策部 
　　　総合政策課　秘書課　広報課　行財政改革推進課　デジタル推進課 
　　　危機管理課　カーボンニュートラル推進課 
　　　令和７年４月３０日から令和７年５月２８日まで 
 
 (2)　地域振興部 
　　　地域政策課　大平地域づくり推進課　藤岡地域づくり推進課 
　　　都賀地域づくり推進課　西方地域づくり推進課 
　　　岩舟地域づくり推進課　蔵の街課　スポーツ課　渡良瀬遊水地課 
　　　令和７年４月３０日から令和７年５月２９日まで 
 
 (3)　選挙管理委員会事務局　 

　　　令和７年４月３０日から令和７年５月２９日まで 
 

 (4)　生活環境部 
　　　市民生活課　交通防犯課　保険年金課　環境課　クリーン推進課　 
　　　人権・男女共同参画課 
　　　令和７年５月３０日から令和７年６月２６日まで 
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 (5)　消防本部及び消防署 

　　　消防総務課　予防課　警防課　通信指令課　消防第１課　消防第２課 
　　　令和７年５月３０日から令和７年６月２７日まで 
 
 (6)　会計管理者 

　　　会計課 
　　　令和７年８月７日から令和７年８月２５日まで 
 

 (7)　議会事務局 

　　　議事課 

　　　令和７年８月７日から令和７年８月２５日まで 
 

 (8)　経営管理部 
　　　総務人事課　契約検査課　管財課　財政課　税務課　収税課 
　　　令和７年８月２８日から令和７年９月２６日まで 
 

 (9)　寺尾財産区 
　　　令和７年８月２８日から令和７年９月２６日まで 
 

 (10)　保健福祉部 
　　　 福祉総務課　障がい福祉課　高齢介護課　地域包括ケア推進課 
　　　 健康増進課 
　　　 令和７年９月２９日から令和７年１０月２８日まで 
 

 (11)　こども未来部 

　　　 子育て総務課　こども家庭センター　保育課（各保育園を含む） 
　　　 令和７年９月２９日から令和７年１０月２８日まで 
 
 (12)　教育委員会事務局 

　　　 教育総務課　学校教育課及びグローバル教育推進室　学校施設課　 

　　　 保健給食課　生涯学習課　文化課　美術・文学館課 

　　　 令和７年１０月２９日から令和７年１１月２６日まで 
 

 (13)　都市建設部 
　　　 道路河川整備課及び治水対策室　道路河川維持課　都市計画課 
　　　 公園緑地課　建築住宅課　建築指導課 
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　　　 令和７年１１月２７日から令和７年１２月２３日まで 
 
 (14)　上下水道局 

　　　 上下水道総務課　水道建設課　下水道建設課 
　　　 令和７年１２月２４日から令和８年１月２７日まで 
 
 (15)　産業振興部 
　　　 商工振興課　観光振興課　農業振興課　農林整備課 
　　　 産業基盤整備課 
　　　 令和７年１２月２４日から令和８年１月２８日まで 
 

 (16)　農業委員会事務局 

　　　 令和７年１２月２４日から令和８年１月２８日まで 
 
３　監査の着眼点 
　　合規性、正確性、効率性及び有効性の観点から、以下に掲げたリスク（※）

への対応を、重点項目として監査を実施する。 

 (1)　現金等の管理に関するリスクへの対応 

 (2)　収入及び支払事務に関するリスクへの対応 

 (3)　契約事務に関するリスクへの対応 

 (4)　補助金等の交付に関するリスクへの対応 

 (5)　債権管理に関するリスクへの対応 

 (6)　文書管理に関するリスクへの対応 

 (7)　規制行政に関するリスクへの対応 

 (8)　施設の管理に関するリスクへの対応 

 (9)　内部統制の整備及び運用状況に関するリスクへの対応 

 (10)　その他のリスクへの対応 

　　 ア　過去の監査において指導等を行った事項について、是正又は改善

がなされていないもの 

　　 イ　法令又はルールの変更があった事項について、適正に対応がなさ

れていないもの 

　　 ウ　他の地方公共団体で問題となった事案で、本市でも同様の事案が

見込まれるもの 

　※　リスク 

　　　一般に「組織目的の達成を阻害する要因」と定義され、「住民の福祉の

増進を阻害するような事務執行上の誤り」と言い換えることができるも
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の。(1)に掲げた「現金等の管理に関するリスク」であれば、例えば「現

金取扱時に現金出納簿を作成していない」という事務執行上の誤りがこ

れに相当する。当該リスクが発生した場合、その影響として、現金現在

高が、いつ、どのような理由で形成されたのかが確認できない、ひいて

は現金現在高自体の正確性が保障できない、という点が、「住民の福祉の

増進を阻害する」と評価される。 

　　　なお、(2)に掲げた「収入及び支払事務に関するリスク」以下のリスク

についても、それぞれに相当する、事務執行上の誤り及びその影響が想

定される。 

　　 
４　監査の実施内容 
　　事務事業の執行について、あらかじめ提出を求めた資料、関係帳簿類及

び証ひょう書類の閲覧並びに突合の手続による点検並びに確認を行うとと

もに、関係職員から説明を聴取し、質問を行うことにより実施した。 
 
５　監査の結果 
 (1)　総合政策部 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面にて注意を促した。このうち、重点項目に掲げた

リスクへの対応として注意を促した事項は、以下のとおりである。 

　　 (ｱ)　公の施設の使用料の納期限として設定した期日と、当該納期限の

設定に係る規則の定めとの不整合（収入及び支払事務に関するリス

ク（総合政策課）） 

　　 (ｲ)　商標権の更新登録申請登録料を支払うべき時期を徒過したことに

起因する、当該更新登録申請登録料金額の増加（収入及び支払事務

に関するリスク（広報課）） 

　　 (ｳ)　各課で所管する公用車を運転する際の、検知器によるアルコール

チェック結果の未記録（施設の管理に関するリスク（広報課、カー

ボンニュートラル推進課）） 
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　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭で助言したので事務

事業を執行する上で参考にされたい。 

 

 (2)　地域振興部 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面にて注意を促した。このうち、重点項目に掲げた

リスクへの対応として注意を促した事項は、以下のとおりである。 

　　 (ｱ)　各課で所管する公用車を運転する際の、検知器によるアルコール

チェックの未実施ないし結果の未記録（施設の管理に関するリスク

（地域政策課、大平地域づくり推進課、藤岡地域づくり推進課、蔵

の街課、スポーツ課、遊水地課）） 

　　 (ｲ)　消防計画に定められた消防訓練の未実施（施設の管理に関するリ

スク（地域政策課、遊水地課）） 

　　 (ｳ)　切手の管理の不備（現金等の管理に関するリスク（藤岡地域づく

り推進課）） 

　　 (ｴ)　委託契約書における、履行期限の指定の不明確（契約事務に関す

るリスク、過去の監査において指導等を行った事項について是正又

は改善がなされていないリスク（岩舟地域づくり推進課）） 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭で助言したので事務

事業を執行する上で参考にされたい。 
 

 (3)　選挙管理委員会事務局 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 
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　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行うよう

口頭又は書面で注意を促した。 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭又は書面で助言した

ので事務事業を執行する上で参考にされたい。 
 

 (4)　生活環境部 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。このうち、重点項目に掲げたリ

スクへの対応として、各課で所管する公用車を運転する際の、検知器

によるアルコールチェックの未実施ないし結果の未記録について、注

意を促した（施設の管理に関するリスク（交通防犯課、人権・男女共

同参画推進課））。 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭で助言したので事務

事業を執行する上で参考にされたい。 
 

 (5)　消防本部及び消防署 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。このうち、重点項目に掲げたリ
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スクへの対応として、各消防団に配備された装備品に係る状況把握の

不十分について、注意を促した（施設の管理に関するリスク（消防総

務課））。 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭で助言したので事務

事業を執行する上で参考にされたい。 
 
 (6)　会計管理者 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。このうち、重点項目に掲げたリ

スクへの対応として、年度当初に発生した、請求書に記載のあった振

込先以外への誤振込について、注意を促した（収入及び支払事務に関

するリスク（会計課））。 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭又は書面で助言した

ので事務事業を執行する上で参考にされたい。 

　 

 (7)　議会事務局 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭又は書面で助言した



8 

ので事務事業を執行する上で参考にされたい。 
 

 (8)　経営管理部 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。このうち、重点項目に掲げたリ

スクへの対応として注意を促した事項は、以下のとおりである。 

　　 (ｱ)　保存年限の経過した文書の未廃棄（文書管理に関するリスク、内

部統制の整備及び運用状況に関するリスク（総務人事課）） 

　　 (ｲ)　職員が職務上「旧姓が使用できないもの」とされる範囲の合理性

についての疑義（内部統制の整備及び運用状況に関するリスク（総

務人事課）） 

　　 (ｳ)　職員の運転免許の有効期限の確認についての、管財課へのフィー

ドバックの未実施（内部統制の整備及び運用状況に関するリスク（管

財課）） 

　　 (ｴ)　以下に掲げる事項についての、内部統制の拡充（内部統制の整備

及び運用状況に関するリスク（管財課）） 

　　　　 a　公用車の車検 

　　　　 b　防火管理者の設置 

　　　　 c　消防訓練の実施 

　　　　 d　自家用電気工作物の法定点検及び点検結果に基づく措置 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭又は書面で助言した

ので事務事業を執行する上で参考にされたい。 
 
 (9)　寺尾財産区 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 
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　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭又は書面で助言した

ので事務事業を執行する上で参考にされたい。 
 

 (10)　保健福祉部 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。このうち、重点項目に掲げたリ

スクへの対応として、公務において私有車を運転する際の、検知器に

よるアルコールチェックの未実施について、注意を促した（施設の管

理に関するリスク（障がい福祉課））。 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭又は書面で助言した

ので事務事業を執行する上で参考にされたい。 
 
 (11)　こども未来部 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。このうち、重点項目に掲げたリ



10 

スクへの対応として、公務において私有車を運転する際の、検知器に

よるアルコールチェックの未実施について、注意を促した（施設の管

理に関するリスク。子育て総務課、保育課））。 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭又は書面で助言した

ので事務事業を執行する上で参考にされたい。 
 

 (12)　教育委員会事務局 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。このうち、重点項目に掲げたリ

スクへの対応として注意を促した事項は、以下のとおりである。 

　　 (ｱ)　各課で所管する公用車、又は私有車を公務において運転する際の、

検知器によるアルコールチェックの未実施ないし結果の未記録（施

設の管理に関するリスク（教育総務課、文化課）） 

　　 (ｲ)　各学校における、刃物の管理に伴う使用簿の未整備（施設の管理

に関するリスク、内部統制の整備及び運用状況に関するリスク（学

校教育課）） 

　　 (ｳ)　代理人による入札における入札書等の確認の不十分（契約事務に

関するリスク（学校施設課、保健給食課、文化課）） 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭又は書面で助言した

ので事務事業を執行する上で参考にされたい。 
 

 (13)　都市建設部 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 
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　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。このうち、重点項目に掲げたリ

スクへの対応として、代理人による入札における入札書等の確認の不

十分について、注意を促した（契約事務に関するリスク（道路河川維

持課、建築住宅課））。 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭で助言したので事務

事業を執行する上で参考にされたい。 
 

 (14)　上下水道局 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭で助言したので事務

事業を執行する上で参考にされたい。 
 
 (15)　産業振興部 
　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められたが、一部に次のと

おり是正又は改善が必要である事項が見受けられた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　建設工事請負契約締結の際に受注者から現金で納付された契約保証

金について、工事完了及び請負代金支払から２月程度経過しているに

もかかわらず、受注者に還付されていない状況が確認された。 

　　　　契約保証金は、普通地方公共団体が契約の適正な履行を確保するた

め契約の相手方に納めさせるものであるところ、契約が適正に履行さ
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れたことが確認されれば、当然に契約の相手方に還付されるべきもの

であり、この時期について、栃木市財務規則第９０条で「契約の履行

を確認した後、直ちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。」

と定められている。 

　　　　本事案は、上記財務規則の定めに反することに加え、受注者から契

約保証金還付申請書が提出されていないことが認知されていなかった

点において、事務処理が適切を欠くと認められる。また、令和５年度

の定例監査において同様の事案につき監査委員からの指摘を受け、所

管課において措置を講じた旨の報告を行っているにもかかわらず、今

般同様の事案が生じているものであり、適切の欠如はより重いものと

言わざるを得ない。したがって、改めて是正又は改善のための措置を

講じられたい。また、当該措置状況について報告を求める。（契約事務

に関するリスク、過去の監査において指導等を行った事項につき是正

又は改善がなされていないリスク（農林整備課）） 

　　ウ　指導事項 

　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。このうち、重点項目に掲げたリ

スクへの対応として、注意を促した事項は、以下のとおりである。 

　　 (ｱ)　行政財産使用料等の収入につき、納入通知書で示した納期限の徒

過（納期限後の収入を含む。（債権管理に関するリスク（観光振興課））） 

　　 (ｲ)　常駐する職員等がいない公の施設における、消防訓練の未実施（施

設の管理に関するリスク（農業振興課）） 

　　 (ｳ)　補助金等交付申請書の添付書類の不備（補助金等の交付に関する

リスク（農林整備課）） 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭で助言したので事務

事業を執行する上で参考にされたい。 

 

 (16)　農業委員会事務局 

　　ア　総括 

　　　　１から４に記載したとおり監査を実施した限りにおいて、事務事業

の執行はおおむね適正に行われていると認められた。 

　　イ　指摘事項 

　　　　指摘に該当する事項は認められなかった。 

　　ウ　指導事項 
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　　　　重要な点において、指導に該当する事項は認められなかった。 

　　　　なお、軽微な事務処理誤りについて、関係職員に改善及び修正を行

うよう口頭又は書面で注意を促した。このうち、重点項目に掲げたリ

スクへの対応として、注意を促した事項は、以下のとおりである。 

　　 (ｱ)　切手使用簿の記載の不備（現金等の管理に関するリスク） 

　　 (ｲ)　各課で所管する公用車を運転する際の、検知器によるアルコール

チェックの未実施（施設の管理に関するリスク） 

　　エ　要望 

　　　　要望する必要があると認められる事項は、口頭で助言したので事務

事業を執行する上で参考にされたい。 
 
６　意見（地方自治法第１９９条第１０項に基づく意見） 
 (1)　令和７年度定例監査の概括 

　　　令和７年度においては、上記「３　監査の着眼点」において示したよ

うに、「(1)現金等の管理に関するリスク」から「(10)その他のリスク」

までの、それぞれのリスクへの対応を重点項目として監査を実施した。 

　　　リスクとは「組織目的の達成を阻害する要因」と定義される（４頁「※

リスク」参照。）。したがって、リスクへの対応がなされている状態とは、

「リスクが発生していない状態」、又は「リスクの抑制（リスクが発生し

ないために適切な対応がとられている、あるいはリスクが発生した際に

その影響を最小限にとどめるための適切な対応がとられていることをい

う。以下において同様。）がなされている状態」となる。したがって、上

記「５　監査の結果」において、指摘事項又は指導事項として示された

事項については、いずれも監査委員において「リスクが既に発生してい

る」あるいは「リスクの抑制がなされていない」と評価したものであり、

各所管課においては、それぞれ改善のための適切な対応をとられたい。 

 (2)　リスクの抑制と「内部統制」の関係 

　　　ところで、リスクの抑制のためには、各職員がそれぞれ注意義務に沿

って事務を執行するのが基本となる。もっとも、かかる注意義務につき、

その認識の形成を個人に委ねることは適切でない。注意義務の程度・範

囲につき、各個人の認識において相当に差が生じてしまい、統一的な取

扱いができない可能性があるためである。したがって、組織においてリ

スクの抑制に資するルールを整備し、組織内の全員がそのルールを守る

ことで、組織自らリスクを抑制する取組みが必要となる。この取組みの

ことを、以下「内部統制」といい、かかるリスクの抑制に資するルール

を「内部統制的ルール」という。 
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　　　栃木市においても、様々な内部統制が既に行われている。例えば、財

務会計に関する事務であれば、当該事務に係るリスク、例えば公金等の

不適切な取扱いや物品の不適切な管理というリスクを抑制する取組みが

「内部統制」であり、「栃木市財務規則」や会計課が作成している「会計

事務の手引き」が、内部統制的ルールとなる。言い換えれば、当該内部

統制的ルールを遵守して業務を行うことは、とりもなおさず、財務会計

に関する事務に関するリスクを抑制することとなるわけである。 

 (3)　令和７年度定例監査における「内部統制」 

　　　ここで、令和７年度定例監査のうち、内部統制に着目して監査を実施

した事案について、２点紹介する。いずれの例も、リスクの抑制と内部

統制との関係性につきイメージを深めるのに有効と考えるので、参照さ

れたい。 

　　ア　内部統制の運用と監査（公文書の廃棄） 

　　 (ｱ)　定例監査実施時に発生していたリスク 

　　　　　令和７年９月に実施した定例監査の際、総務人事課との応答にお

いて、公文書が保存年限の経過に伴い適切に廃棄されているかにつ

いて確認したところ、保存年限が経過したにもかかわらず廃棄され

ず、引き続き残置されているものが一定数存在することが確認され

た。 

　　 (ｲ)　リスクの評価 

　　　　　作成後相当の期間の経過した文書については、一定の基準のもと

廃棄し、新たに作成される文書とサイクルさせていかなければ、必

要以上の文書管理コストが発生する。また、廃棄されないことで文

書管理システム上のデータと文書の現物とが一致していない状態と

なった場合、情報公開請求手続において文書の特定の支障となるの

みならず、情報公開制度自体に対する信頼を危うくする。 

　　　　　以上の点から、当該リスクを抑制する必要がある（文書管理に関

するリスク）。 

　　 (ｳ)　内部統制的ルール 

　　　　　栃木市文書取扱規程によって文書の取扱いが定められており、ま

た、総務人事課が「文書管理マニュアル」を発行している。同規程

は、保存期間が満了した文書は、廃棄することとしている。 

　　 (ｴ)　監査実施時における内部統制の運用の実態 

　　　　　令和７年６月１３日付けで、総務人事課から令和７年３月３１日

で保存期間が満了した文書を廃棄するよう通知されていた一方で、

保存年限の過ぎた文書のうち一部が廃棄されず存置されていた。 
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　　 (ｵ)　監査実施後における状況 

　　　　　定例監査実施直後の令和７年１０月１日に、総務人事課から各課

に対し、文書の確認ないし廃棄を含む整理作業の依頼通知が発出さ

れた。なお、当該通知においては、令和７年１１月以降に、総務人

事課による確認を実施する旨が、併せて示されている。 

　　 (ｶ)　監査委員による評価 

　　　　　そもそも内部統制とは、組織においてリスクの抑制に資するルー

ルを整備し、組織内の全員がそのルールを守ることで、組織自らリ

スクを抑制する取組みであるところ、その取組みは、内部統制的ル

ールを整備しその執行管理を担当する者（以下「執行管理者」とい

う。）と、内部統制的ルールに従って事務を執行する者（以下「事

務執行者」という。）によって分担されるのが通常である。したが

って、リスクを抑制できるか否かは、内部統制が適切に運用されて

いるか、すなわち、上記分担を前提とした、それぞれの実行の確保

にかかっているといえる。 

　　　　　本件では、文書取扱規程や文書管理マニュアルに基づき、執行管

理者たる総務人事課から、文書の廃棄に係る通知が発出されている

にもかかわらず、事務執行者たる各課のうちにこれを実行しなかっ

た課が存することが、リスク発生の直接の問題であった。これは、

事務執行者側による執行の不備と捉えることができる。 

　　　　　他方で、執行管理者たる総務人事課においても、各課が総務人事

課からの要請に応じ確実に事務を執行しているかを確認し、執行に

不備があればこれを是正させる役割を担っているところであるが、

定例監査の時点で、これが十分になされていたとはいい難い。 

　　　　　つまり、定例監査の時点において、公文書の廃棄に関する内部統

制は、その運用において改善の余地が認められた。 

　　　　　しかし、定例監査実施直後に各課に対し発せられた通知の内容は

未廃棄だった文書につき期限を定めて各課に廃棄を求めるものであ

り、事務執行者の執行の不備を是正するという執行管理者としての

役割に適うものと認められる。また、作業結果の報告方法を設定す

るとともにその後の確認を予定しており、事務の執行状況の把握に

つき、確実性を備えている。 

　　　　　したがって、定例監査後においては、執行管理者たる総務人事課

のイニシアチブのもと、リスクの抑制に対し、内部統制がポジティ

ブに作用しているものと評価される。 

　　イ　内部統制の整備と監査（検知器を用いたアルコールチェック） 
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　　 (ｱ)　定例監査実施時に発生していたリスク 

　　　　　令和７年５月から６月にかけて実施した定例監査において、公用

車を管理している各課に対し、アルコール検知器によるアルコール

チェックの実施状況の確認を順次行ったところ、法律上義務付けら

れている課（公用車を５台以上管理する課）においては、当然に実

施されていることが確認されたが、他方で、法律上の義務付けのな

い課のうち一部においては、検知器を保有しておらずチェックを行

っていない、あるいは検知器によってチェックを行っているが、そ

の結果は記録していないことが確認された。 

　　 (ｲ)　リスクの評価 

　　　　　酒気帯び状態での公用車の運転は、違法であることに加え、それ

が発生した際には、市が地域社会から強い非難を受けるのみならず、

市の信用を著しく失墜することは明らかである。したがって、法的

義務の有無とは関係なく、検知器によるアルコールチェックがなさ

れていないこと又はチェックの結果が記録されていないこと自体を、

リスクとして位置づけ、当該リスクを抑制する必要がある（施設の

管理に関するリスク）。 

　　 (ｳ)　内部統制の整備 

　　　　　上記(ｱ)の定例監査実施時において、法律上の義務付けのない課

をも対象とした、検知器によるアルコールチェックの実施に関する

内部統制は存在していなかった。そこで、令和７年７月に実施した

決算審査ヒアリング時に、管財課に対し、法的義務を負わない課に

おいてはアルコールチェックの実施状況等にバラつきがあることを

伝えるとともに、各課において遺漏なくアルコールチェックを実施

するための取組み、すなわち内部統制の実施ができないか、との問

題意識を伝えた。 

　　　　　これを受け、令和７年８月２７日付けで、管財課から庁内に対し、

各課所管の公用車についても運転前後にアルコール検知器を用いた

チェックを実施するよう求める周知がなされた。 

　　 (ｴ)　内部統制の効果 

　　　　　かかる管財課による周知以降、各課所管の公用車における、検知

器によるアルコールチェックの実施状況は大きく改善した。具体的

には、令和７年８月２７日以降に実施した定例監査では、公用車を

所管する各課において、アルコールチェックの実施に係る法的義務

の有無に関係なく、その管理簿にアルコール検知器の数値等の欄が

追加され、また実際に検知器の数値等が表示されていることが確認
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できている。 

　　 (ｵ)　監査委員による評価 

　　　　　管財課によって周知された内容は、以下の点において、まさに内

部統制的ルールといえる。すなわち、①各課に対し実施すべき行為

を明確に示している点、次に、②「共用車貸出確認簿」の様式によ

って、公用車の貸出しを受ける者が検知器の数値を記載し、貸し出

す者がこれを確認し押印するという、検知器によるアルコールチェ

ックにおいて必要となる行為が遺漏なく記録される仕組みとして構

築され、これが示されている点である。 

　　　　　一連の経過を総括すると、管財課による内部統制ルールの制定を

契機として、各課において、法的義務の有無に関係なくアルコール

チェックの実施及びその記録がなされるようになったというもので

あり、つまり、リスクの抑制に対し、内部統制がポジティブに作用

しているものと評価できる。 

　　　　　なお、当該内部統制においては、管財課が執行管理者、公用車を

管理する各課が事務執行者として位置づけられる。上記のとおりリ

スクの抑制に対し内部統制がポジティブに作用していると評価でき

るところ、これは、執行管理者及び事務執行者それぞれにおいて、

分担に基づき実行が確保されていることの現れといえる。 

 (4)　今後における監査と「内部統制」 

　　ア　以上、令和７年度定例監査のうち、内部統制に着目して監査を実施 

した事案の例を紹介した。前者は内部統制の運用について、後者は内 

部統制の整備について、それぞれ着目したものであったが、リスクの 

評価の考え方、リスクの抑制と内部統制の作用の関係性等については 

共通しており、ある程度イメージを持つことができたものと思料する。 

　　イ　いずれの事案についても、定例監査を通じて、リスクの抑制に対す

る内部統制のポジティブな作用が認められた。もっとも、内部統制の

意義はリスクの抑制にあるところ、両者とも、監査委員において「リ

スクの抑制が図られている」との認定にまで至ったわけではない。こ

れを認定するためには、例えば文書廃棄についていえば、実際の文書

の廃棄状況の確認が、また、検知器によるアルコールチェックについ

ていえば、公用車を管理する各課全体における実施状況の確認が、そ

れぞれ必要となるが、かかる事実関係の確認は、今後とも監査委員に

おいて、継続して行っていくものとする。 

　　ウ　なお、上記の事実関係の確認は、いずれも内部統制の実効性の確認

として位置づけられるから、直接的には、内部統制の実施主体たる市
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長において自己評価としてなされるのが自然である。監査委員として

は、実施主体たる市長（具体的には、執行管理者である総務人事課及

び管財課）に対し、その確認状況を質すことを想定している。 

　　エ　以上、上記２事案について、令和７年度における監査結果と今後に 

おける監査の方向性を示したところであるが、ここで示した考え方は、

他のリスクの抑制についても妥当する。 

　　　　例えば、何らかの抑制すべきリスクがあった場合、市長その他の行

政機関において、それに対応するための内部統制的ルールのもと、執

行管理者および事務執行者が分担を前提とした実行を確保し、その結

果としてのリスクの抑制状況を確認する、という一連のプロセスを行

っていれば、それは内部統制として成立している。そして、かかる一

連のプロセスを監査委員が監査することによって、行政機関が内部統

制によってリスクを抑制し、それを監査委員が監査する、という構図

が成立する。 

　　　　監査委員としては、そのような枠組みでのリスク抑制を目指してお 

り（栃木市監査基準第１１条各項参照。）、それはまた、法の要請する 

ところでもある（地方自治法第１５０条第２項参照。）。したがって、 

令和８年度の監査においては、その実現のため、引き続きリスクの抑 

制と内部統制との関係性を重視した監査を実施していく。そこで、市 

長その他の行政機関すなわち各所管課においては、ここで示された考 

え方のもと、内部統制によるリスクの抑制に積極的に取り組まれたい。


